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ＪＡの役員任期満了に伴う地区役員候補者の選出について
　今年５月の現役員の任期満了に伴い、５月２５日に開催予定の第４回通常総代会において新役員（理事・監事）の
選任が行われます。
　平成 28 年４月１日施行の改正農協法において理事の構成要件が変わり「理事定数の過半数は、原則として、認定
農業者または農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者
でなければならない（30条12項関連）」と定められました。
　つきましては、次の項目をご確認いただき、ＪＡの役員候補者の選出手続きにご理解とご協力をお願い申し上げます。

　

   ◆女性役員候補者　全地区から２人

　　女性役員候補者選考委員会設置要領に基づき、女性役員候補者選考委員会を組織し、

　　委員長１人、副委員長１人を互選して役員候補者の選出方法などを決めます。

　●女性役員候補者選考委員会は女性部各中央支部より１人ずつ選出された９人で構成され、

　　女性役員候補者の選考を行い組合長に報告します。

　

   ◆実務精通役員候補者　・理事３人以内　・員外監事１人　・監事１人以内

　　実務精通役員候補者選出要領に基づき、理事会が推挙する実務精通役員候補

　　者の選出をします。ただし、監事の推挙については、あらかじめ監事会の

　　意見を徴するものとします。

【女性役員候補者の選出について】

【実務精通役員候補者の選出について】

月　日 会議等 主な事項

２月２６日 第１回役員推薦会議 委員長の互選等

地区役員候補者届出日
（９：００～１７：００まで受付）
選挙会の開催

投票日（９：００～１７：３０まで）
選挙会の開催（１８：００～）

即日開票

選挙結果掲示

第４回通常総代会（予定）

第２回役員推薦会議（予定）

選挙管理者から当選通知

役員の選任

候補者の推薦（組合長に推薦）

候補者掲示（略歴・所信）

無投票当選掲示（定数の場合）４月３日

４月８日

４月９日

４月１９日

５月２５日

◆主な日程等について（概略）
【地区役員候補者の選出について】
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特集
２

理事候補者
定数 左記のうち認定農業者

及び実践的能力者（※1）

監事候補者
定数

選挙区

５人 １人４人以上一　関
４人 １人３人以上花　泉
２人 １人１人以上平　泉
２人

１人
１人以上千　厩

２人

１人

１人以上室　根
４人 ３人以上大　東
２人

１人

１人以上東　山
３人 ２人以上藤　沢
１人 ０人以上川　崎
２５人 ６人１６人以上合計

※１
◆認定農業者とは

農業経営基盤強化促進法第１３条第１項の認定を受けた者（法人の場合は、その役員。認
定農業者の数は、法人単位で数える）

◆実践的能力者とは

イ　事業に関する実践的能力者（事業プロフェッショナル）
　㋑ＪＡ常勤役員経験者
　㋺ＪＡ管理職経験者（管理職経験者とは、課長職以上とする。以下同じ）
　㋩他の組合（中央会・連合会等）での役員・管理職経験者
　㊁組合と同業種の会社、法人の役員・管理職経験者
　㋭公務員で農業関連業務の管理職経験者
　㋬農業普及指導員等農業振興技術に関する資格保有者
　㋣部会、産直等の代表者など営農指導や農産物販売に実践的な能力を有する農業者
ロ　法人の経営に関する実践的能力者（経営プロフェッショナル）
　㋑公務員での管理職経験者
　㋺会社その他の法人の役員・管理職経験者
　㋩法人経営に関する国家資格を保有している者
ハ　その他上記に準ずる経歴または経験を有すると判断できる者

■選挙区別地区役員候補者の定数


